
地場産品基準に適合する商品の
開発・改良・販売・製造効率化・大量生産化を支援します！

支援内容

①対象商品の開発等に係る経費に対する
 補助金の交付

募集期間 令和８年４月15日（水）～　予算が上限に達し次第終了

◆ 詳しくは 【十和田市ふるさと産品開発事業費補助金交付要綱 】 及び【 募集案内 】を
　ご覧ください。十和田市産業振興課窓口に備え付けているほか、市ＨＰに掲載しています。

十和田市　農林観光産業部　産業振興課　ふるさと産品振興係

■問い合わせ先 お気軽にお問い合わせください。

TEL 0176-51-6743  FAX　0176-22-9799

申請について事前相談を受け付けています！
事業内容や計画のわかる資料等を用意していただき、

下記問い合わせ先までお電話にてご予約のうえ、事前相談にお越しください。

対象者

①市内に住所又は事務所等を
 有する者
②市税の滞納をしていない者
③年度内に事業の完了が見込ま
 れること
        その他条件あり 

対象商品及び対象事業
■対象商品
　ふるさと産品
　　…地場産品基準（平成31年総務省告示第179号第５条に掲げる基準）に適合する商品
  例１）原材料のうち50％以上が市内産のもの
  例２）市内で加工を行い、50％以上の付加価値が生じるもの

■対象事業
 ふるさと産品の開発・改良・販売・製造効率化・大量生産化

十和田市ＨＰ

②商品完成お披露目会の開催による
 販促機会の提供

例）試作用容器代、販促物作成等
   …1/2以内（上限40万円）
  機械設備導入費
   …2/3以内（上限100万円）


